板野町子育て世帯訪問支援事業委託 仕様書

１．委託業務内容 
板野町子育て世帯訪問支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）に基づき、家事･育児に対して不 安や負担を抱える子育て家庭、ヤングケアラー等の課題を抱える家庭の居宅を訪問支援員が訪問することとする。これにより、家事･育児における必要な支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐものとする。 

２．対象者 
対象世帯は、本町に居住し、18歳未満のこども（以下「児童」という。）を養育し、かつ(1)(2)の要件のいずれにも該当し、町長が必要と認める家庭とする。 
(1) 次のいずれかに該当し、児童の生活環境の改善を図るために、町長が訪問による支援が必要と認める家庭 
(ｱ) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭 
(ｲ) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、児童が保護者に代わり日常的かつ長期的に家事や家族の世話等を担っている家庭等、支援が必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(ｳ) その他、特に支援が必要と認める家庭 
(2) 介護保険や障害福祉サービスなどの公的制度（以下「公的制度」という。）による家事･育児支援が利用対象外の家庭または公的制度では要綱第2条の目的が達成できない家庭、または公的制度利用開始までの間に一時的な援助が必要な家庭 

３．事業の内容 
[image: ](1) 受託者は、対象家庭に以下の支援を行う訪問員支援を派遣する。












(2) 但し、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における支援は行わない。
(3) 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。但し、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。 
(4) 1回に派遣する訪問支援員は原則1人とする。 
但し、予め町と協議のうえ、訪問支援員又は支援対象児童の安全確保のために不可欠であり緊急やむを得ないと認められる場合に限り2人体制での派遣を認める。 
【例】・児の発達特性により支援員1人での対応が非常に困難、かつ保護者の協力が期待できない場合 
・既に利用中の介護･障害福祉サービスにおいても2人体制で実施している場合 
【注】・利用料（訪問支援員1人当たり300円/時）が2倍となることについて利用者の理解が得られる場合に限る。 
・訪問記録様式に2人体制で実施した旨を記録すること。 
(5) 支援にあたっては保護者の家事養育能力を培うような支援（「同伴型」という）をめざすが、必要な場合には保護者に代わって家事育児を行う（「代行型」という）。 
【留意事項】 
・育児支援（保育所の送迎等は除く）は、原則「同伴型」で行う。 
但し、保護者のレスパイト等、必要性を認める場合には「代行型」もできる。 

４．実施日及び時間 
(1) 実施日 月曜日～日曜日（祝日を含む） 
(2) 実施時間 午前8時～午後7時 

５．利用（サービス提供）時間、回数、期間等 
(1) 1回の利用は、1時間単位で合計2時間を上限とする。 
但し、緊急かつやむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りではない。 
(2) 1週間あたりの利用は、概ね2回までを上限とする。 
(3) 利用期間は、町のサポートプランに基づき、初回は概ね3か月を基本とする。 
必要に応じて、町が利用期間を延長（概ね6か月～1年を目安とする）することができる。
 
６．本事業を委託する事業者（受託者）の要件 
受託者は次に定める要件をすべて満たすこととし、要件を満たさなくなった場合には委託契約を解除する。 
(1) 次のいずれかに該当する事業所（個人は除く） 
① 介護保険法に基づく訪問介護または訪問看護の指定を受けている事業所
②　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護の指定を受けている事業所 
③ 児童福祉法に基づく居宅訪問型認可外保育施設の届出をしている事業所 
７．訪問支援員の要件 
受託者は、次の(1)(2)の要件をいずれも満たす訪問支援員を複数配置すること。 
(1) 次のいずれかに該当する者 
・介護職員 実務者研修課程修了者 
・介護職員 初任者研修課程修了者 
・生活援助従事者研修修了者 
（介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修1～3級も可） 
・障害者 居宅介護職員 初任者研修課程修了者 
・障害者居宅介護従業者基礎研修 
（障害者居宅介護従業者養成研修1～3級も可） 
・保育士、幼稚園教諭、子育て支援員研修受講者 
・介護福祉士、社会福祉士、看護師 
(2) 次のいずれにも該当しない者 
(ｱ) 拘禁刑以上に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 
(ｲ) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並に児童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）その他国民の福祉に関する法律（児童福祉法施行令（昭和23年政令第74令）第35条の５各号に掲げる法律に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 
(ｳ) 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 

８．利用者負担額、徴収方法 
(1) 利用者負担額 利用者負担額は次のとおりとする。但し、初回利用日から3か月間は上記にかかわらず無料とする。
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(2) 利用者負担額の徴収方法 
受託者が利用者から徴収し、徴収にあたっては受託者名義の領収書を発行する。 
(3) その他 
生活必需品の買い物にかかる費用や、送迎支援に係る交通費等の実費については対象世帯の負担とする。

９．委託料の額
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１０．事故発生への対応 
(1) 受託者は、本事業に係る保険に加入し、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこととする。 
(2) 受託者は予め、支援実施中に事故が発生した場合に備えて必要な措置及び実施方法についてのマニュアルを作成しておくこととする。 
(3) 支援実施中に事故が発生した場合は、受託者は前項に従い必要な措置を講じるとともに遅滞なく口頭及び書面により本町に報告しなければならない。 
(4) 本町の故意･重過失である場合以外は、受託者がその責任において処理にあたる。 
１１．スタッフ体制 
事業実施にあたっては次のとおりスタッフを配置（専任でなくてもよい）すること。 
(1) 本事業の管理責任者を配置すること 
(2) 訪問支援員の相談指導体制を確保すること 
(3) 苦情相談窓口を設置し、責任者及び担当者を配置すること 
１２．記録の整備 
受託者は、利用者に対する支援に関する諸記録を整備し、当該支援を実施した日から5年間保存しなければならない。 
１3．実績報告、委託料請求について 
受託者は、本事業の履行日の月末から30日以内に、実施状況の報告とともに委託料の請求を行うこととする。 
１4．その他 
この仕様書に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、本町と受託者が協議の上、決定することとする。
様式1号（第13条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

板野町長　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
名称
代表者名
電話


板野町子育て世帯訪問支援事業実施報告書
	利用者氏名
	

	訪問年月日
	支援内容
	利用時間

	
	
	開始時間
	終了時間
	利用時間
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様式2号（第13条関係）

板野町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書
年　　月　　日

板野町長あて

住所
名称
代表者名
電話

　　年　　月分　板野町子育て世帯訪問支援事業委託料として次のとおり請求します。


請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　
内訳
１訪問支援事業費
	請求内訳
	計

	訪問支援員派遣
	3,000円×　　　　　　時間
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	交通費
	1,860円×　　　　　　　回
	円

	事務費・管理費
	1,500円×　　　　　　　日
	円 



２振込口座
	振込先金融機関名
	銀行　　　　　　　支店

	貯金種別
	普通　・　当座

	口座番号
	

	ふ　り　が　な
	

	口座名義
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・その他、日常的な育児に関して特に必要と認められるもの

③ ①②の実施及びそれらに係る連絡を取る中で必要に応じて保護者の子育て不安や悩みの

傾聴、相談、助言、子育て関連情報の提供等を行うとともに、養育環境等家庭の様子を把握

し町へ報告すること

② 育児支援 

・その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの

① 家事支援 

・授乳、食事の世話 

・おむつ交換、排せつの介助 

・衣服の着脱の世話 

・入浴（もく浴）の介助 

・保育所等の送迎

・食事の準備及び片付け 

・住居等の清掃及び整理整頓 

・衣類等の洗濯及び補修

・生活必需品の買物 


image2.emf
利用者負担額

（訪問支援員１人の時間あたり）

生活保護世帯

町民税非課税世帯

町民税所得税額７７，１０１円未満の世帯

（年収３６０万円未満相当）

その他世帯

300円

世帯区分

0円


image3.emf
　訪問支援員1人につき、1時間あたり3,000円

　②交通費 　１回につき1,860円

　③事務費・管理費 　1世帯1日あたり1,500円

　①家事支援・育児支援の提供


